
提案書作成要領 

 
１ 業務の名称 

  令和８年度神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン特別企画商品造成業務 
 
２ 業務の内容 

  別紙「業務説明資料（仕様書）」のとおり 
 
３ 委託限度額 

  11,000,000 円（消費税及び地方消費税含む。） 
 
４ 参加資格 

(1) 神奈川県入札参加資格者名簿、横浜市一般競争入札有資格者名簿、公益財団法人横浜市観光
協会賛助会員名簿、いずれかに登録がある者。 

(2) 神奈川県指名停止等措置要領及び横浜市指名停止等措置要綱の規定に基づく指名停止期間中
ではない者。 

(3) 民事再生法及び会社更生法の規定による再生及び更生手続き開始の申し立てをした者、また
は再生及び更生手続き開始の申し立てをされた者に該当しないこと。 

(4) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に規定する暴力団を
いう。以下同じ。）でないこと。 

(5) 暴力団又はその構成員（暴力団の構成団体の構成員を含む。以下同じ。）若しくは暴力団の
構成員でなくなった日から５年を経過しない者の統制の下にないこと。 

(6) 暴力団の構成員又は暴力団の構成員でなくなった日から５年を経過しない者を役員に含まな
いこと。 

(7) 神奈川県暴力団排除条例第９条に基づき、代表者又は役員に暴力団員がいないことを確認す
るため、神奈川県が代表者及び役員の氏名等を神奈川県警察本部に対して照会を行うことにつ
いて同意できること。 

 
５ 参加手続き 

  本要領等の内容を了承し、本プロポーザルに参加する場合は、必ず「参加意向申出書」を提出
してください。資格審査結果については申出者全員に通知します。 
(1) 提出書類 参加意向申出書 
(2) 提出期限 令和８年６月 12 日（金）午後５時まで（必着） 
(3) 提出方法 電子メール 
       ※メール送付の際は件名を下記の通りにすること。 
       【参加以降申出書提出】令和８年度神奈川・横浜 DC 特別企画商品造成業務委託 
(4) 提出先  電子メール：nw-dc2027@city.yokohama.lg.jp 

        ※メール送信後、到着確認のため、必ず電話にてご一報ください。 
          神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン推進協議会事務局 

TEL：045-264-7980 
 
 



６ 質問の受付及び回答 

提案書の作成について質問がある場合は、質問書を提出してください。質問内容及び回答につ
いては、参加資格を満たす者であることを確認した全員に通知します。 
なお、質問事項のない場合は、質問書の提出は不要です。 

(1) 提出書類 質問書（任意様式） 
(2) 提出期限 令和８年６月 12 日（金）午後５時まで（必着） 
(3) 提出方法 電子メール 
       ※メール送付の際は件名を下記の通りにすること。 
       【質問書送付】令和８年度神奈川・横浜 DC 特別企画商品造成業務委託 

        ※電話等での問い合わせには応じません。質問内容が明確になるように記載して  
ください。 

(4) 提出先  ５（４）と同じ 
(5) 回答日  令和８年６月 17 日（水）（予定） 電子メールにより回答します。 

 
７ 提案書の内容 

(1) 提出書類 
  ア 提案書 

書 類 名 様 式 
表紙 様式１※片面印刷 
法人の概要 様式２※片面印刷 
業務実施体制・配置予定者の経歴等 任意様式 
業務実施スケジュール 任意様式 
業務実績（同種・類似業務） 任意様式 
業務実施方針（本業務の基本的な考え方、企画提案のコンセプト等） 任意様式 
具体的提案１（特別企画商品造成業務） 
特別企画商品を次の(ア)～(エ)について各 2 件、計８件 
（いずれも新規商品とする） 

(ア)来場要因型かつ横浜市を除く県域にて造成する商品 
(イ)来場要因型かつ横浜市内にて造成する商品 
(ウ)Customer Satisfaction 向上型かつ横浜市を除く県域にて造成する商品 
(エ)Customer Satisfaction 向上型かつ横浜市内にて造成する商品 

任意様式 

具体的提案２（特別企画商品の販路開拓及び広報支援業務） 
 商品提供事業者への販路開拓支援策 

任意様式 

具体的提案３（特別企画商品の販路開拓及び広報支援業務） 
 商品提供事業者への広報支援策 

任意様式 

具体的提案４（特別企画商品の販路開拓及び広報支援業務） 
 広報用素材の仕様及びその調達策 

任意様式 

具体的提案５（追加提案） 
※追加提案があれば記載する。提案は任意とし、提案がない場合にも減点
は行わない。 

任意様式 



※提出書類は、原則、両面印刷可とします。但し、様式欄に「※片面印刷」の記載があるもの
については、必ず片面印刷にて提出することとします。 

 
  イ 見積書 
    任意様式※片面印刷 

（精算単価及び数量等を明記し、「一式」という表記は極力避けること） 
 
(2) 提案書の作成にあたっては、以下の事項に留意してください。 
 ア 用紙の大きさは原則Ａ４とします。 
イ 提案は、考え方を文書で簡潔に記述してください。 
ウ 文書を補完するためイメージ図・イラスト等の使用は可能です。 
エ 文字は注記等を除き原則として 10 ポイント程度以上の大きさとします。 

  オ 提案書は表紙、目次を除き 50 ページ以内としてください。 
   
８ 提案書の提出 

(1) 提出書類 
ア 提案書 

    (ｱ)「様式１」のみ、提案者名（企業名等）を記載してください。 
  (ｲ)「様式１」以外の書類に提案者名、関連企業名、ロゴマークなど、提案者を特定できる

情報を入れないでください。 
イ 見積書 

(ｱ) 宛名は「神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン推進協議会会長」としてくだ
さい。 

(ｲ) 金額は税抜きとしてください。 
(ｳ) 商号、所在地、代表者（役職、氏名、代表者印）、発行（提出）日を記載してくださ 

い。 
    (ｴ) 電子データで提出する１部のみ、提案者名（企業名等）を記載してください。 

(2) 提出部数 紙媒体：提出書類一式（ア・イ）10 部 
           提出書類一式のうち「様式１」は１部で構いません。 

        電子データ（PDF）：提出書類一式（ア・イ）１部 
(3) 提出期限 令和８年６月 24 日（水）午後５時まで（必着） 
(4) 提出方法 紙媒体：郵送又は持参   

        電子データ（PDF）：電子メール 
        ※メール送付の際は件名を下記の通りとすること。 
        【提案書提出】令和８年度神奈川・横浜 DC 特別企画商品造成業務委託 

(5) 提出先   紙媒体：神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン推進協議会事務局 
        〒231-0023 横浜市中区山下町２ 産業貿易センター４階 

電子データ：５（４）と同じ 
(6) その他 
ア 提案書提出後、事務局の判断により、補足資料の提出を求めることがあります。 



イ 提出された書類は、返却しません。 
 
９ プロポーザルに関するヒアリング  

(1)  実施日時  令和８年 ７ 月 １ 日（水） 午後１時～午後５時（予定） 
※時間等詳細については、別途お知らせします。 

(2) 実施場所  神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン推進協議会事務局 
〒231-0023 横浜市中区山下町２ 産業貿易センター４階  

(3) 出席者   総括責任者又は主担当者を含む３名以下としてください。  
(4) その他  

ア 応募者多数の場合、事前に書類審査を行い、上位５者を目安にヒアリングに進むことが
できるものとします。 

イ プレゼンテーションは提案書のみを用いて実施し、追加資料の持ち込みや配布は不可と
します。 

ウ ヒアリング実施場所においては、プロジェクター及びモニター類の利用はできません。 
 

10 審査及び評価 

(1) 評価委員会 
名 称 神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン特別企画商品造成業務に係る 

プロポーザル評価委員会 
委 員 委員長  神奈川県文化スポーツ観光局観光課 観光プロモーション担当課長 

委員   横浜市にぎわいスポーツ文化局観光 MICE 振興課 担当課長 
     公益社団法人神奈川県観光協会 事業推進部長 
     公益財団法人横浜市観光協会 Yokohama Discovery Group 課長 
※委員長及び委員は、変更となる場合があります。 

(2) 評価基準   
別紙「提案書評価基準」に基づき行います。 

 
11 その他 

(1) 提案書の作成及び提出等に係る費用は、参加者の負担とします。 
(2) 無効となるプロポーザル 
ア 虚偽の内容が記載されているもの 
イ 本案件に関して評価委員会委員との接触があった者 
ウ ヒアリングに出席しなかった者 

(3) 特定・非特定の通知 
提案書を提出した者のうち、受託者として特定された者及び特定されなかった者に対して、 

その旨をヒアリング実施日から２週間以内に書面により通知します。 
(4) 提案書の取扱い 

提出された提案書は、当該業務委託の受託者の特定以外に提出者に無断で使用しないものと
します。 

(5) 業務委託契約について 
特定された者とは、後日、事務局の決定した予定価格の範囲内で業務委託契約を締結しま



す。なお、業務委託条件・仕様等は、契約段階において若干の修正を行うことがあります。 
(6) 手続において使用する言語及び通貨 
ア 言語 日本語 
イ 通貨 日本国通貨 

(7) 参加意向申出書の提出期限以後、受託候補者の特定の日までの手続期間中に指名停止となっ
た場合には、本件に関する手続の参加資格を失うものとします。また、受託候補者として特定
されている場合は、次順位の者と手続を行います。 
 

12 スケジュール 

令和８年６月 12 日（金） 参加意向申出書・質問受付締切 
令和８年６月 17 日（水） 質問回答 
令和８年６月 24 日（水） 提案書提出締切 
令和８年７月１日（水） ヒアリング・評価委員会 

 
 
 
 
 
 
 
 



（様式１） 
企 画 提 案 書 

  
【業務の名称】 神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン特別企画商品造成業務 
 
 
標記の業務について、企画提案書を提出いたします。 
 

 令和８年 月 日  
 
神奈川・横浜デスティネーションキャンペーン推進協議会会長 殿 
 
 

（提案者）所 在 地 
法 人 名 
代表者（職・氏名）          

 
 

（担当者連絡先） 
 

 所属     ：                                    
 

 役職名    ：                                    
 

 氏名     ：                                    
 

 電話番号   ：                                    
 

 メールアドレス：                                    
 
 
 

（責任者連絡先） 
 

 所属     ：                                    
 

 役職名    ：                                    
 

 氏名     ：                                    
 

 電話番号   ：                                    
 

 メールアドレス：                                    



（様式２） 
団 体・会 社 概 要 書 

                             令和８年  月  日現在 

所在地 
本社等 

 

本業務を受託する支社等 
（上記と異なる場合に記載） 

 

創設年・開設年  

資本金等  

前期年間売上 
 

常勤従業員数          名 

本事業に関連す
る実働可能なス
タッフ数 

（個別に実務経験年数を記載すること。） 

業務内容 

（本委託業務に関連する業務内容は特記してください。） 

その他 
特記事項 

 

 


